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（第３号）

一 般 会 計 補 正 予 算





議案第１号 

 

令和元年度矢板市一般会計補正予算（第３号） 

 

 令和元年度矢板市の一般会計の補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 447,900 千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ 14,812,600 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（地方債の補正） 

第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

 

   令和元年８月３０日提出 

 

矢板市長 齋 藤 淳一郎    
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第２表　地方債補正

1　地方債の変更

利率 利率

公 営 住 宅 整 備 事 業 45,500 51,500

限 度 額
起債の
方　法

限 度 額
起債の
方　法

償還の
方　法

68,300

（単位：千円）

81,400

償還の
方　法

起 債 の 目 的
補 正 前 補 正 後

学校教育施設等整備事業
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（第１号）

介 護 保 険 特 別 会 計 補 正 予 算





議案第２号 

 

令和元年度矢板市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

 

 令和元年度矢板市の介護保険特別会計の補正予算（第１号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 84,420 千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ 3,211,920 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、 ｢第１表 歳入歳出予算補正｣ による。 

 

令和元年８月３０日提出 

 

矢板市長 齋 藤 淳一郎    
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（第１号）

国民健康保険特別会計補正予算





議案第３号 

 

令和元年度矢板市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

 

 令和元年度矢板市の国民健康保険特別会計の補正予算（第１号）は、次に定める

ところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 20,064 千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ 3,721,964 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

令和元年８月３０日提出 

 

矢板市長 齋 藤 淳一郎    
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（第１号）

公共下水道事業特別会計補正予算





議案第４号 

 

令和元年度矢板市公共下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

 

 令和元年度矢板市の公共下水道事業特別会計の補正予算（第１号）は、次に定め

るところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 6,427 千円を減額し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ 739,973 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

令和元年８月３０日提出 

 

矢板市長 齋 藤 淳一郎    
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（第１号）

水 道 事 業 会 計 補 正 予 算





議案第５号 

 

令和元年度矢板市水道事業会計補正予算（第１号） 

 

（総則） 

第１条 令和元年度矢板市水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところ

による。 

 

（業務の予定量） 

第２条 予算第２条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。 

              （既決予定額）  （補正予定額）    （計） 

 ⑷ 主要な建設改良事業  428,137 千円       600 千円   428,737 千円 

   施設整備事業 事業費  

 

（収益的収入及び支出） 

第３条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

   （ 科  目 ）   （既決予定額）   （補正予定額）    （計） 

    支   出 

 第１款 水道事業費用   674,000 千円     3,700 千円   677,700 千円 

  第１項 営業費用    641,159 千円     3,700 千円    644,859 千円 

 

（資本的収入及び支出） 

第４条 予算第４条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額

400,000 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 400,600 千円」

に、「当年度分損益勘定留保資金 310,777 千円」を「過年度分損益勘定留保資金

27,364 千円、当年度分損益勘定留保資金 310,698 千円」に、「建設改良積立金 57,369

千円」を「建設改良積立金 30,684 千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を

次のとおり補正する。  

   （ 科  目 ）   （既決予定額）   (補正予定額)    （計） 

    支   出 

 第１款 資本的支出    517,000 千円       600 千円   517,600 千円 

  第１項 建設改良費   430,237 千円       600 千円   430,837 千円 

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第５条 予算第８条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費 

の予定額を次のとおり補正する。 
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   （ 科  目 ）   （既決予定額）   (補正予定額)    （計） 

⑴  職員給与費      66,342 千円     4,120 千円    70,462 千円 

 

令和元年８月３０日提出 

矢板市長 齋藤 淳一郎 
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